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（別紙５）ポイント基準 

（１）地域計画策定ポイント 

項目 点数 

地域計画が策定されていること ５点 

 

（２）広域連携等ポイント 

項目 点数 

連携組織を設立して、複数の集落営農が広域連携して本事業に取り組む、又

は他の法人や異業種と連携して本事業に取り組む 
５点 

他の集落営農と連携して、規約に基づいて農業機械の共同利用、農産物の共

同販売等に取り組む 
３点 

（注）申請時点において達成している場合もポイントの対象になるものとする。 

 

 

（３）目標ポイント 

項  目 
目標年度までに 

実現すること 

点数 

１ 継続的な発展のための体 

制の確立 

   

（１）人材の確保 目標年度までに常時雇用者（年間７ヶ月以上雇用

される者）を増加する 
５点 

（２）人材の育成（※２） 目標年度までに雇用就農者のキャリアップに向

けた人材育成計画を策定する（※１） 
５点 

（３）円滑な世代交代 構成員等のうち、60歳以下の農業機械のオペレー

ターを増加させる 
３点 

（４）農地の集積 目標年度までに農地バンクを通じた利用権設定

等の面積を拡大する 

事業実施地区における農地バン

クを通じた利用権設定等の面積

割合に応じて加点 

８割以上・・・３点 

６割以上・・・２点 

４割以上・・・１点 

（５）経営の高度化（※２） 目標年度までに法人化する（※１） 

１取組２点 

（最大４点まで） 

 

目標年度までに就業規則を策定する（※１） 

目標年度までに複式簿記を導入する（※１） 

目標年度までにGAPを導入する（※１） 

２ 継続的な発展のための収

益性の改善 

 

  

（１）事業の周年化（※２） 目標年度までに周年作業体系を確立する（※１） 

５点 

（２）高収益作物等の導入・ 

拡大 

目標年度までに高収益作物や有機農産物の導入・

拡大によりこれらに係る販売金額が増加する 

高収益作物等の販売額の増加に

応じて加点 

 50万円以上・・・１点 

100万円以上・・・２点 

150万円以上・・・３点 

200万円以上・・・４点 

250万円以上・・・５点 
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（３）加工品や直売等の導 

入・拡大 

目標年度までに加工品や直売等の導入・拡大によ

りこれらに係る販売金額が増加する 

加工品や直売等の販売額の増加

に応じて加点 

 50万円以上・・・１点 

100万円以上・・・２点 

150万円以上・・・３点 

200万円以上・・・４点 

250万円以上・・・５点 

（４）農作業の省力化 目標年度までに基幹作業（耕起、代かき、田植え

又は播種、収穫等）の労働時間を削減する 

現状と比較した労働時間の縮減

率に応じて加点 

２％以上・・・・１点 

６％以上・・・・２点 

10％以上・・・・３点 

（注）※１の項目については、申請時点において達成している場合もポイントの対象になるものとする。 

※２の項目については、第３の５の（１）のエの連携組織の場合にあっては、当該連携組織の構成員で同ア

からウまでの要件を満たす組織の取組であっても設定できるものとする。 

 

 

（４）付加ポイント 

項目 内  容 
点数 

（１）リスクへの備え（※） 申請時点において、農業版BCPの策定している、又は収入

保険等への加入している 

１点 

（２）環境への配慮（※） 申請時点において、持続性の高い農業生産方式の導入に関

する計画（環境と調和のとれた食料システムの確立のため

の環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律（令和４年

法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。）

附則第３条第２項によりなおその効力を有するものとさ

れた持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法

律（平成11年法律第110号）第4条第１項に規定する持続性

の高い農業生産方式の導入に関する計画をいう。以下同

じ。）の認定を受けている、環境負荷低減事業活動実施計

画（みどりの食料システム法第19条第１項に規定する環境

負荷低減事業活動実施計画をいう。以下同じ。）又は特定

環境負荷低減事業活動実施計画（同法第21条第１項に規定

する特定環境負荷低減事業活動実施計画をいう。以下同

じ。）の認定を受けている 

２点 

化学農薬や化学肥料の削減を行う １点 

（３）輸出の取組（※） 申請時点において、既に農産物等を海外へ輸出している又

は輸出事業計画の認定を受けている 

１点 

※の項目については、第３の５の（１）のエの連携組織の場合にあっては、当該連携組織の構成員で同アからウま

での要件を満たす組織の取組であっても設定できるものとする。 

 

（５）都道府県ポイント 

項目 内  容 
点数 

都道府県加算ポイント 前年度の助成対象者の実績等を踏まえ、都道府県ポイ

ントを加算（取組初年度を除く。） 

前年度の目標を達成した項

目の割合に応じて、加点 

成果目標の全て達成 10点

９割以上達成９点 

８割以上達成８点 

７割以上達成７点 

６割以上達成６点 

５割以上達成５点 

４割以上達成４点 

３割以上達成３点 

２割以上達成２点 
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１割以上達成１点 

 

  


